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Ⅰ 計画策定の趣旨等 本文第１章～第２章
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○　大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスは、
太陽光で暖められた地表の熱を吸収し、生物の
生存に適した温度に保っています。

○　しかし、産業革命以降、エネルギーを産み出
すために多くの化石燃料が用いられ、大気中に
温室効果ガスが大量に放出され、その濃度が高
くなり熱の吸収が増えた結果、地表、大気及び
海水の温度が上昇しています。これが「地球温
暖化」です。

１　地球温暖化のメカニズム

○　気候の変化によって自然環境や人間の社会経済活動に及ぶ変化を
「気候変動による影響」と呼びます。農産物の品質低下や生物分布
の変化など、日本全国で既に様々な影響が現れ始めています。

３　気候変動の影響

○　京都議定書に代わる地球温暖化対策の新たな国際的枠組みとなる「パリ協定」が発効し（平成28
年11月４日）、全ての条約締約国が産業革命前に比べ世界の平均気温の上昇を1.5℃未満に抑える
努力を追求するなどの目標が効力を持つことになりました。

○　日本でも新たな温室効果ガス排出削減目標（2030年度に2013年度比△26％）を設定し、政府
「地球温暖化対策計画」に基づく目標達成に向けた取組みが始まっています。

【中間見直しの趣旨】
 「山形県地球温暖化対策実行計画（計画期間：平成23年度～平成32年度）」では、策定から５年後
を目途に計画全体の見直しを図るとしています。
　また、国内外の最近の動向の変化を踏まえる必要があることから、目標や取り組むべき施策等
について見直しを行いました。（中間見直し版の下での取組みは平成29年度～平成32年度）

Ⅱ 温室効果ガスの排出状況及び削減目標 本文第３章～第５章

【目標】
　 ① 2030（平成42）年度に基準年度比で26％削減します。《中期目標》
　 ② 2020（平成32）年度に基準年度比で19％削減します。《短期目標》
　 ③ 2050（平成62）年度に基準年度比で80％削減します。《長期目標》

【基準年度】
　 削減目標の基準年度は2013（平成25）年度とします。

４　国内外の動向

○　世界の年平均気温は1880年（工業化初期）
から2012年（現在）までの間に0.85℃上昇し
ています。

○　日本では100年あたり1.16℃（1898年～
2015年）、山形県でも山形で100年あたり
1.2℃（1890年～2015年）の割合で上昇して
います。

○　今後も平均気温の上昇が予測され、気温の上
昇だけでなく、雨の降り方が極端になったりす
るなどの様々な悪影響を及ぼすと考えられてい
ます。

２　気候変動の状況
※目標は、県の計画（産業振興ビジョン、新農林水産元気再生戦略）に基づく経済活動や世帯数、

自動車保有台数などの見通しを踏まえて推計した将来のエネルギー消費量を基に、省エネの取
組みや再エネ導入等による削減効果、森林吸収量を考慮し設定しました。

◆　県内のエネルギー消費量は減少傾向で順調に推移していますが、温室効果ガス排出量は、
東日本大震災以降の火力発電所の焚き増しによる電力排出係数の上昇などにより、基準年度
（1990年度）に比べほぼ同水準にとどまっています。

◆　温室効果ガスの削減目標を新たに設定し、県民総ぐるみでの取組みを推進します。

温室効果ガスの排出量の推移と削減目標 
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Ⅲ 施策の展開（主な取組内容）
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▶　山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会を推進母体とする「笑顔で省エネ県民運動」を展
開し、県民総ぐるみでの取組みを推進します。

▶　省エネルギー・低炭素型の製品への買換え、サービスの利用、ラ
イフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択
を促す国民運動「COOL CHOICE」の普及啓発を図ります。★

⑴ 環境に配慮した行動の提唱・推進

▶  『やまがた太陽と森林の会』の運営により、ＣＯ2 削減価値の売却益を環境保全活動の支援な
どに活用します。★

⑵ 先進的な地域システムの構築

▶　再生可能エネルギー関連産業について、県内資本の参画を進めながら大規模事業の県内誘導
を図ります。

▶　リサイクル産業など環境関連産業の育成強化や市場の拡大を推進します。　　　　　　など

⑵ 低炭素社会を支える環境関連産業の創出・育成

▶  「やまがた百名山」や「里の名水・やまがた百選」など、本県が誇る自然観光資源を県内外に広
く周知することにより、豊かな自然
に触れる機会を創出するとともに、
環境資源の保全・育成の機運の醸成
を図ります。★　　　　　　　など

⑶ 環境活動に対する内外からの活力の引き込み

▶　環境意識の醸成のため、将来を担う子どもたちへの環境教育の充実を図ります。
▶　太陽光発電等の再生可能エネルギー設備等の導入支援や省エネ住宅ガイドライン・事例集の

作成などによる、住宅の省エネ化に向けた対策の推進、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）の普及を図ります。★

▶　関係団体等と連携し、家庭における省エネ家電への買換えを促進します。★

【家庭部門】

▶　経済活動に無理のない範囲での、知恵と工夫を活かした自主的な省エネの取組みを広く呼び
かけ、事業所の省エネルギー対策を促進します。

▶　節電、クールビズ、ウォームビズ、ノーマイカーデーなど従業員の取組みを促進するエコス
タイルチャレンジ事業所登録を推進します。また、事業所における環境マネジメントシステム
構築等の自主的な取組みを促進します。

▶　ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及を図ります。★

【事業所部門】

▶　エコ通勤・エコドライブの推進や次世代自動車の導入促進等を広く呼びかけ、自動車からの
温室効果ガス排出抑制に向けた取組みを促進します。

▶　各市町村や道の駅等への電気自動車充電設備の設置拡大を図るとともに、県内の急速充電器
の設置状況を積極的にＰＲします。

▶　水素エネルギーについて、県民の理解を深める取組みを進めるとともに、県内関係業者と情
報を共有しながら利活用を検討していきます。★

▶　やまがた緑環境税を活用し荒廃森林の整備や保安林の適正な管理を行うなど、森林吸収源対
策の更なる推進を図ります。

▶　公共交通機関の利用促進や信号灯のＬＥＤ化の計画的な更新など、交通インフラの整備に向
けた取組みを推進します。

【自動車部門】

１ 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築  ～省エネルギーの推進～

○ 「山形県エネルギー戦略」に基づき、再生可能エネルギーの
導入を促進します。

⑴ 再生可能エネルギーの積極的な利活用

▶　内陸部での風況調査や庄内沖での洋上風力発電の導入可能性の研究を行います。★
▶　バイオマス発電燃料の確保に向けた県産木材の生産拡大（やまがた森林ノミクスの推進）を

図ります。★
▶　県民参加型の再エネ発電事業に対する県による登録制度を創設し、事業化を支援します。★

など

【大規模事業の県内展開の促進】

▶　家庭・事業所・公共施設への導入を促進します。（温泉旅館等へのバイオマスボイラー設備導
入★、農業分野での温泉熱の活用促進★）

▶　エリア供給システムの構築を進めます。（バイオマス発電施設で発生する熱の隣接施設・エリ
アでの有効活用の促進★）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【地域分散型導入の促進】

２ 再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化

本文第６章★は新規項目

も　り

　家庭等での太陽光発電設備や木質ペ
レットストーブなどの導入により削減さ
れた温室効果ガスを集約し、政府のＪー
クレジット制度を活用してクレジット化
し企業等に売却します。得られた売却益
は環境保全活動などに活用します。

※

※　県では、平成24年３月に、エネルギー政策の方向性を示す「エ
ネルギー政策基本構想」と基本構想の実現に向けた具体的施策を
示す「エネルギー政策推進プログラム」で構成する「山形県エネル
ギー戦略」を策定しました。（「エネルギー政策推進プログラム」は
平成29年３月に見直しを行っています。）

　ホームページ
　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050016/yamagataprefenergyplan.html

山形県庁の太陽光発電設備

国

企業
など

事務局
（山形県）

収益を県の環境保全活動に活用

・太陽光発電の自家消費
・バイオマス燃料の使用

⑥
⑤

④

③

②①
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やまがた太陽と森林の会

も り

やまがた百名山
http://yamagatayama.com/

ホームページ

里の名水・やまがた百選
http://www.pref.yamagata.
jp/ou/kankyoenergy/
050014/meisui/meisui.html 



鳥海山

温海岳

雨呼山

荒倉山

飯豊山

以東岳

祝瓶山

大朝日岳

大岡山

甑山

面白山

月山

神室山

雁戸山

北股岳

北山

経ヶ蔵山

金峰山

熊野岳

熊野長峰

倉手山

黒伏山

甑岳
御所山

盃山

障子ヶ岳

白鷹山

水晶山

大頭森山

胎蔵山

高館山

楯山
樽石山

千歳山

富神山

徳網山

斜平山

西吾妻山

羽黒山

葉山

葉山

藤倉山

二ツ森

大平山

舞鶴山

摩耶山

杢蔵山

湯殿山

地蔵岳

翁山

瀧山

薬師山

日本国

加無山

豪士山

天狗山

一念峰

地蔵盛山

高取山

小朝日岳

火打岳

竜馬山

母狩山

熊野山

兜山

大高根山

土湯山

禿岳

柏木山

高戸屋山

鳥兜山

鳥原山

天狗角力取山

駒ヶ岳

猿羽根山

山形神室岳
東黒森山

湯ノ沢岳

高ツムジ山（十分一山）

米太平山

与蔵山

姥ヶ岳

家形山

天狗山

御堂森

白太郎山

三吉山

小又山

栂峰

鉤掛森

百石山

頭殿山

秋葉山

亀割山
八向山

城山

笙ガ岳

八森山

東大巓

大境山

第一次選定の山

第二次選定の山

Ⅲ 施策の展開（主な取組内容）
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▶　山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会を推進母体とする「笑顔で省エネ県民運動」を展
開し、県民総ぐるみでの取組みを推進します。

▶　省エネルギー・低炭素型の製品への買換え、サービスの利用、ラ
イフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択
を促す国民運動「COOL CHOICE」の普及啓発を図ります。★

⑴ 環境に配慮した行動の提唱・推進

▶  『やまがた太陽と森林の会』の運営により、ＣＯ2 削減価値の売却益を環境保全活動の支援な
どに活用します。★

⑵ 先進的な地域システムの構築

▶　再生可能エネルギー関連産業について、県内資本の参画を進めながら大規模事業の県内誘導
を図ります。

▶　リサイクル産業など環境関連産業の育成強化や市場の拡大を推進します。　　　　　　など

⑵ 低炭素社会を支える環境関連産業の創出・育成

▶  「やまがた百名山」や「里の名水・やまがた百選」など、本県が誇る自然観光資源を県内外に広
く周知することにより、豊かな自然
に触れる機会を創出するとともに、
環境資源の保全・育成の機運の醸成
を図ります。★　　　　　　　など

⑶ 環境活動に対する内外からの活力の引き込み

▶　環境意識の醸成のため、将来を担う子どもたちへの環境教育の充実を図ります。
▶　太陽光発電等の再生可能エネルギー設備等の導入支援や省エネ住宅ガイドライン・事例集の

作成などによる、住宅の省エネ化に向けた対策の推進、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）の普及を図ります。★

▶　関係団体等と連携し、家庭における省エネ家電への買換えを促進します。★

【家庭部門】

▶　経済活動に無理のない範囲での、知恵と工夫を活かした自主的な省エネの取組みを広く呼び
かけ、事業所の省エネルギー対策を促進します。

▶　節電、クールビズ、ウォームビズ、ノーマイカーデーなど従業員の取組みを促進するエコス
タイルチャレンジ事業所登録を推進します。また、事業所における環境マネジメントシステム
構築等の自主的な取組みを促進します。

▶　ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及を図ります。★

【事業所部門】

▶　エコ通勤・エコドライブの推進や次世代自動車の導入促進等を広く呼びかけ、自動車からの
温室効果ガス排出抑制に向けた取組みを促進します。

▶　各市町村や道の駅等への電気自動車充電設備の設置拡大を図るとともに、県内の急速充電器
の設置状況を積極的にＰＲします。

▶　水素エネルギーについて、県民の理解を深める取組みを進めるとともに、県内関係業者と情
報を共有しながら利活用を検討していきます。★

▶　やまがた緑環境税を活用し荒廃森林の整備や保安林の適正な管理を行うなど、森林吸収源対
策の更なる推進を図ります。

▶　公共交通機関の利用促進や信号灯のＬＥＤ化の計画的な更新など、交通インフラの整備に向
けた取組みを推進します。

【自動車部門】

１ 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築  ～省エネルギーの推進～

○ 「山形県エネルギー戦略」に基づき、再生可能エネルギーの
導入を促進します。

⑴ 再生可能エネルギーの積極的な利活用

▶　内陸部での風況調査や庄内沖での洋上風力発電の導入可能性の研究を行います。★
▶　バイオマス発電燃料の確保に向けた県産木材の生産拡大（やまがた森林ノミクスの推進）を

図ります。★
▶　県民参加型の再エネ発電事業に対する県による登録制度を創設し、事業化を支援します。★

など

【大規模事業の県内展開の促進】

▶　家庭・事業所・公共施設への導入を促進します。（温泉旅館等へのバイオマスボイラー設備導
入★、農業分野での温泉熱の活用促進★）

▶　エリア供給システムの構築を進めます。（バイオマス発電施設で発生する熱の隣接施設・エリ
アでの有効活用の促進★）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【地域分散型導入の促進】

２ 再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化

本文第６章★は新規項目

も　り

　家庭等での太陽光発電設備や木質ペ
レットストーブなどの導入により削減さ
れた温室効果ガスを集約し、政府のＪー
クレジット制度を活用してクレジット化
し企業等に売却します。得られた売却益
は環境保全活動などに活用します。

※

※　県では、平成24年３月に、エネルギー政策の方向性を示す「エ
ネルギー政策基本構想」と基本構想の実現に向けた具体的施策を
示す「エネルギー政策推進プログラム」で構成する「山形県エネル
ギー戦略」を策定しました。（「エネルギー政策推進プログラム」は
平成29年３月に見直しを行っています。）

　ホームページ
　http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050016/yamagataprefenergyplan.html

山形県庁の太陽光発電設備

国

企業
など

事務局
（山形県）

収益を県の環境保全活動に活用

・太陽光発電の自家消費
・バイオマス燃料の使用

⑥
⑤

④

③

②①

売却

報告参加

収益

削減量の認証
県内の

家庭など
やまがた太陽と森林の会

も り

やまがた百名山
http://yamagatayama.com/

ホームページ

里の名水・やまがた百選
http://www.pref.yamagata.
jp/ou/kankyoenergy/
050014/meisui/meisui.html 



◆　温室効果ガスを削減していくためには、各主体が連携・協働し、県民総ぐるみで地球温暖
化防止に取り組んでいくことが重要です。

◆　政府で策定した『気候変動の影響への適応計画』を参考に、本県の特性を踏まえた適応に
係る施策を推進します。
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▶　地球温暖化問題に対する理解と、省エネルギー型のライフスタイルへの変革
▶　地球温暖化対策等の県民運動への積極的な参加・協力　　　　　　　　　　　　　　　など

⑴ 県民の役割

▶　事業内容等に照らし適切で効果的な地球温暖化対策の自主的かつ積極的な実施
▶　省エネルギー機器、再生可能エネルギーの導入など環境負荷の少ない事業活動
▶　エコアクション21の取得等、環境マネジメントシステムの構築　　　　　　　　　　  など

⑵ 事業者の役割

▶　独自のノウハウや機動力と幅広いネットワークを活かした、県や市町村と連携・協働した温
暖化対策についての普及啓発活動や実践

⑶ ＮＰO 等の役割

▶　全県的な普及啓発・広報活動、地球温暖化防止活動推進員・活動団体への支援
▶　県民、事業者等からの照会・相談等への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

⑹ 県地球温暖化防止活動推進センターの役割

▶　市町村や関係団体と連携した、家庭、事業所、自動車の各部門を中心とした対策を促進する
ための必要な支援
▶　市町村の地方公共団体実行計画の策定・改定等に関する技術的助言や人材育成の支援、市町

村が行う地球温暖化対策を促進するための支援
▶　県自らの事務事業における環境配慮の徹底・温室効果ガス排出抑制の率先実行　　　　など

⑷ 県の役割

▶　地球温暖化対策地域協議会等と連携した地域における温暖化防止活動の促進
▶　一事業所としての事務事業全般にわたる率先した取組みの実施
▶　教育委員会と連携した子どもたちの環境への意識の醸成　　　　　　　　　　　　　　など

⑸ 市町村の役割

Ⅳ 各主体の役割 本文第７章 Ⅴ 気候変動による影響への適応 本文第８章新たに追加

山形県の地球温暖化対策推進体制
山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会（県民運動の推進母体）

地球温暖化防止国民運動 ｢未来のために、いま選ぼうCOOL CHOICE ～賢い選択～｣、｢気候変動キャンペーン『FUN to Share』みんなでシェアして、低炭素社会へ｣等

家庭のアクション
事業所のアクション
自動車のアクション
(参加・実践)

設立・活動支援

参加・実践

支援　等

特色ある地域の
取組み・運動等

○　本県では、農林水産部で「地球温暖化に対応した農林水産
研究開発ビジョン」を策定し、農作物の高温耐性品種の開発

 （適応策）や、かんきつ類など暖地型作物の導入（活用策）、省エ
ネ栽培技術の開発や省化学肥料・省農薬技術の導入等の温室
効果ガス抑制技術の開発（防止策）を進めています。

○　引き続き、本県が取り組むべき重点研究領域を設定して研
究開発に取り組みます。

⑴ 農林水産分野

○　本県では、現時点では、地球温暖化に伴う気候変動の影響による湖沼・ダム湖、河川等の水
温上昇や水質変化、渇水の頻発化・深刻化等の影響は確認されていませんが、引き続き、今後
の状況を注視していきます。

⑵ 水環境・水資源分野

○　病害虫の北上・高標高化による森林被害の拡大が懸念され、イノシシやニホンジカ等の生息
域の拡大などが確認されていることから、引き続き、森林被害の調査や野生動物の生息状況調
査、森林生態系のモニタリング等、調査・研究を行い影響の把握に努めます。

⑶ 自然生態系分野

○　県が管理する河川について、浸水想定区域図を順次作成し公表していくとともに、市町村が
策定するハザードマップの見直しを促進します。

⑷ 自然災害・沿岸域分野

○　熱中症に対する注意喚起や予防・対処法についての普及啓発を図り
ます。

○　蚊（ヒトスジシマカ）が媒介するデング熱やジカウイルス感染症等に
関する情報収集に努め、注意喚起を行うなど、まん延の防止を図ります。

⑸ 健康分野

○　気候変動も含めた県内企業の生産活動やニーズの変化に対応するとともに、気候変動に左右
されず多くの観光客に来県していただけるよう、観光誘客を推進します。

⑹ 産業・経済活動分野

○　大雨、大雪、強風による交通インフラへの影響が拡大しないよう、鉄道事業者への安全・安
定運送への取組みの要請や、道路交通網の整備・施設の強靭化に係る政府への要請等を検討し
ていきます。

など

⑺ 国民生活・都市生活分野

※

※平成22年３月策定（平成27年６月改訂）
　ホームページ　http://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/140003/ondanka/new_vision.html

すだち

ヒトスジシマカ
（国立感染症研究所）
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県民運動
の推進

照会・
相談等

［地球温暖化防止推進拠点］
県地球温暖化防止活動推進センター

地球温暖化防止活動推進員

ＮＰＯ 等

《指定団体：ＮＰＯ法人環境ネットやまがた》
（温対法第38条に基づき県が指定)

地球温暖化防止対策コーディネーター

◎全県的な普及啓発、広報活動
◎地球温暖化対策地域協議会の設立・活動支援
◎地球温暖化防止活動推進員、活動団体への支援
◎県民、事業者等からの照会、相談等への対応　等

◎住民への情報提供、相談業務　◎研修会や講座での講師、助言　等

◎エコドライブ教室、省エネ診断　等 ◎買換時等における的確な環境情報の提供

環境マイスター

＜全県単位の広域的な地域協議会＞
◎県全体の温暖化対策の推進　◎情報の収集・提供

※会員： 山形県、市町村、総合支庁地域協議会、県地球温暖化防止活動推進センター

［推進協議会構成団体］

［地域推進組織］

  山形県地球温暖化対策協議会（県）

＜総合支庁単位の広域的な地域協議会＞
◎市町村単位の地域協議会の設立誘導　　　　　　
◎広域事業の展開　◎各地域協議会事業の調整　等

（業界団体・NPO環境市民・推進センターにより認定）
〔自動車・家電・サッシガラス〕

  総合支庁協議会（総合支庁単位）

＜市町村単位の地域協議会＞
◎地域での取組み方法の調査、検討　◎住民への普及啓発事業の実施

  市町村協議会（市町村単位）

経済団体、業界団体、消費者団体、教育機関、報道機関、環境団体　等

地球温暖化対策地域協議会（温対法第40条）

連携・協力

研修・
支援

連携・
協力 連携・

協力

連
携

情報提供、研修会・講座等開催、助言 （温対法第37条）



◆　温室効果ガスを削減していくためには、各主体が連携・協働し、県民総ぐるみで地球温暖
化防止に取り組んでいくことが重要です。

◆　政府で策定した『気候変動の影響への適応計画』を参考に、本県の特性を踏まえた適応に
係る施策を推進します。
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▶　地球温暖化問題に対する理解と、省エネルギー型のライフスタイルへの変革
▶　地球温暖化対策等の県民運動への積極的な参加・協力　　　　　　　　　　　　　　　など

⑴ 県民の役割

▶　事業内容等に照らし適切で効果的な地球温暖化対策の自主的かつ積極的な実施
▶　省エネルギー機器、再生可能エネルギーの導入など環境負荷の少ない事業活動
▶　エコアクション21の取得等、環境マネジメントシステムの構築　　　　　　　　　　  など

⑵ 事業者の役割

▶　独自のノウハウや機動力と幅広いネットワークを活かした、県や市町村と連携・協働した温
暖化対策についての普及啓発活動や実践

⑶ ＮＰO 等の役割

▶　全県的な普及啓発・広報活動、地球温暖化防止活動推進員・活動団体への支援
▶　県民、事業者等からの照会・相談等への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

⑹ 県地球温暖化防止活動推進センターの役割

▶　市町村や関係団体と連携した、家庭、事業所、自動車の各部門を中心とした対策を促進する
ための必要な支援

▶　市町村の地方公共団体実行計画の策定・改定等に関する技術的助言や人材育成の支援、市町
村が行う地球温暖化対策を促進するための支援

▶　県自らの事務事業における環境配慮の徹底・温室効果ガス排出抑制の率先実行　　　　など

⑷ 県の役割

▶　地球温暖化対策地域協議会等と連携した地域における温暖化防止活動の促進
▶　一事業所としての事務事業全般にわたる率先した取組みの実施
▶　教育委員会と連携した子どもたちの環境への意識の醸成　　　　　　　　　　　　　　など

⑸ 市町村の役割

Ⅳ 各主体の役割 本文第７章 Ⅴ 気候変動による影響への適応 本文第８章新たに追加

山形県の地球温暖化対策推進体制
山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会（県民運動の推進母体）

地球温暖化防止国民運動 ｢未来のために、いま選ぼうCOOL CHOICE ～賢い選択～｣、｢気候変動キャンペーン『FUN to Share』みんなでシェアして、低炭素社会へ｣等

家庭のアクション
事業所のアクション
自動車のアクション
(参加・実践)

設立・活動支援

参加・実践

支援　等

特色ある地域の
取組み・運動等

○　本県では、農林水産部で「地球温暖化に対応した農林水産
研究開発ビジョン」を策定し、農作物の高温耐性品種の開発

 （適応策）や、かんきつ類など暖地型作物の導入（活用策）、省エ
ネ栽培技術の開発や省化学肥料・省農薬技術の導入等の温室
効果ガス抑制技術の開発（防止策）を進めています。

○　引き続き、本県が取り組むべき重点研究領域を設定して研
究開発に取り組みます。

⑴ 農林水産分野

○　本県では、現時点では、地球温暖化に伴う気候変動の影響による湖沼・ダム湖、河川等の水
温上昇や水質変化、渇水の頻発化・深刻化等の影響は確認されていませんが、引き続き、今後
の状況を注視していきます。

⑵ 水環境・水資源分野

○　病害虫の北上・高標高化による森林被害の拡大が懸念され、イノシシやニホンジカ等の生息
域の拡大などが確認されていることから、引き続き、森林被害の調査や野生動物の生息状況調
査、森林生態系のモニタリング等、調査・研究を行い影響の把握に努めます。

⑶ 自然生態系分野

○　県が管理する河川について、浸水想定区域図を順次作成し公表していくとともに、市町村が
策定するハザードマップの見直しを促進します。

⑷ 自然災害・沿岸域分野

○　熱中症に対する注意喚起や予防・対処法についての普及啓発を図り
ます。

○　蚊（ヒトスジシマカ）が媒介するデング熱やジカウイルス感染症等に
関する情報収集に努め、注意喚起を行うなど、まん延の防止を図ります。

⑸ 健康分野

○　気候変動も含めた県内企業の生産活動やニーズの変化に対応するとともに、気候変動に左右
されず多くの観光客に来県していただけるよう、観光誘客を推進します。

⑹ 産業・経済活動分野

○　大雨、大雪、強風による交通インフラへの影響が拡大しないよう、鉄道事業者への安全・安
定運送への取組みの要請や、道路交通網の整備・施設の強靭化に係る政府への要請等を検討し
ていきます。

など

⑺ 国民生活・都市生活分野

※

※平成22年３月策定（平成27年６月改訂）
　ホームページ　http://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/140003/ondanka/new_vision.html

すだち

ヒトスジシマカ
（国立感染症研究所）

甘がき

県
　
　民

山
形
県

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
革
　等

県民運動
の推進

照会・
相談等

［地球温暖化防止推進拠点］
県地球温暖化防止活動推進センター

地球温暖化防止活動推進員

ＮＰＯ 等

《指定団体：ＮＰＯ法人環境ネットやまがた》
（温対法第38条に基づき県が指定)

地球温暖化防止対策コーディネーター

◎全県的な普及啓発、広報活動
◎地球温暖化対策地域協議会の設立・活動支援
◎地球温暖化防止活動推進員、活動団体への支援
◎県民、事業者等からの照会、相談等への対応　等

◎住民への情報提供、相談業務　◎研修会や講座での講師、助言　等

◎エコドライブ教室、省エネ診断　等 ◎買換時等における的確な環境情報の提供

環境マイスター

＜全県単位の広域的な地域協議会＞
◎県全体の温暖化対策の推進　◎情報の収集・提供

※会員： 山形県、市町村、総合支庁地域協議会、県地球温暖化防止活動推進センター

［推進協議会構成団体］

［地域推進組織］

  山形県地球温暖化対策協議会（県）

＜総合支庁単位の広域的な地域協議会＞
◎市町村単位の地域協議会の設立誘導　　　　　　
◎広域事業の展開　◎各地域協議会事業の調整　等

（業界団体・NPO環境市民・推進センターにより認定）
〔自動車・家電・サッシガラス〕

  総合支庁協議会（総合支庁単位）

＜市町村単位の地域協議会＞
◎地域での取組み方法の調査、検討　◎住民への普及啓発事業の実施

  市町村協議会（市町村単位）

経済団体、業界団体、消費者団体、教育機関、報道機関、環境団体　等

地球温暖化対策地域協議会（温対法第40条）
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山形県地球温暖化対策実行計画

将 来 像
持続的発展が可能な豊かで美しい山形県

基本理念
県民協働による地球温暖化防止の取組みで、低炭素社会を実現

基本目標
やまがたならではの先進的な低炭素地域づくりの推進

“みんなで省エネチャレンジ 未来のやまがたのために”

未来のやまがたのために みんなでチャレンジ！

【中間見直し版：概要】

山　形　県
平成29年３月

山形県地球温暖化対策実行計画【中間見直し版】
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